
 

第３８回みんなのタウンミーティング会議報告 

１ 開催日時 令和８年２月２８日（土）  午前１０時３０分～１２時 

２ 開催場所 市民会館・萌え木ホール 

３ 参加者  市長及び市民６名 

４ 会議次第  ⑴ 開会 

        ⑵ 市長あいさつ （市政報告） 

        ⑶ 懇談（フリーテーマ） 

        ⑷ 閉会 

５ 懇談内容要旨 

 件名 ご意見・ご要望等 市長からの回答等 

1 
マイナンバー窓口強化のための

予算について 

マイナンバー窓口事務の体制強化ということで、６,０００万円強計上す

るということですが、文中の「新たな窓口バックヤード業務を受託して」

と書いてある中身について、どういうことを拡充するために予算化をして

いるのかお聞かせください。 

以前から実施している内容を含む、マイナンバー窓口事務全般の予算を拡充したうえ

での金額です。全く新規で６,０００万かけるということではありません。 

コンビニエンスストアで様々な証明書が取得できるようになりましたので、市民課窓

口業務は比較的少なくなってきていますが、マイナンバーカードの窓口は、常時非常に

混雑しています。更新時期を迎えている方が多くいらっしゃるのと、いろいろと手続が

必要になっているためです。そのためそこの窓口を増やし、それに付随する業務を行う

バックヤードも含め、業務委託を行うことにしました。 

2 
認可保育所等指導検査体制強化

のための予算について 

認可保育所等指導検査体制の強化として５５０万円とあります。委託に

よるということは外注だと思いますが、たった５５０万円でやれるのでし

ょうか。保育の現場というのは本当にデリケートな、命に関わる現場です

ので、単に書類が整っていればいいということで穴を開けてしまうと大変

なことになります。運営のほうなのかもしれませんが、そこだけだとして

も検査するのは非常に難しく、外注するには安過ぎて不安を感じました。 

これまでの指導検査は、東京都が実施するものに同行するというやり方でしたので、

現段階ではノウハウがなく、全部自前ですることはできません。そこで、委託の前に一

度東京都に職員を派遣できればと思い、現在調整しています。新年度になったら、でき

るだけ早く東京都に職員を派遣し、東京都が行う指導検査に同行して、ノウハウを学び

ます。それを持ち帰りつつ、事業者の力を借りて指導検査をやります。 

指導検査の実施に当たっては、保育の部分と会計的な部分で分野にわかれていて、そ

れぞれに対しての専門的な知見と指導検査をやる上での知識を持って実施しなければ

なりません。まずはノウハウを吸収するために、一旦委託をして職員も同行するように

します。専門的な分野については、時間をかけて構築しないとできないということです

ので、そういったところを市がどこまで担保できそうなのか、実施した上で永続的に委

託するかどうかを検証したいと思っています。 

３ 委託に頼ることの是非について 

委託がとても多いようですが、何もかも外注にしてしまって大丈夫でし

ょうか。市職員の人事行政の運営等の状況について、大変有意義な情報が

２月１日号の市報に掲載されています。常勤、非常勤の関係があって、さ

らに業務が増えていく中で外注してしまうと、市の職員が育たないと思い

ます。監査体制も含めて市民としては注視していますということだけ意見

としてお伝えします。 

その懸念は私も同じように持っています。ただ、職員数が多過ぎて、退職金を払うた

めに東京都から借金をして、そこから行財政改革を進めてきたという過去があり、中心

業務以外の部分は民間に任せていこうとなっているところです。その中でもノウハウの

蓄積というのは、私も課題として捉えています。これからの社会状況を見たときに、職

員を十分確保できない時代が、近い将来恐らくやってくるだろうと思えます。そうなる

と、やはり民間の力、地域の力、市民の力を借りて、どうノウハウを吸収しながら行政

運営が適切にできるか、こういう体制に変えていかないといけないというところもあり

ますので、ご意見として受け止めさせていただきます。 



4 
発達障害の小学生に対するサポ

ートについて 

小さい頃から発達障害が顕著になる重度の方は、だいたい発達支援セン

ターの「きらり」に通園して、そこで療育の道が開けていきますが、息子

が発達障害かもしれないということになったのは、ごく最近になってから

です。もくせい教室にいた時に教育長とお話しをさせていただいたり、校

長先生のアドバイスを受けたりする中で、もしかしたらと思い検査を受け

ましたが、その検査につながるまでが想像以上に大変でした。まず認定医

に空きがなく、最終的に教育相談所で認定のテストを受けましたが、半年

ぐらいかかります。次に、校内で特別支援学級に通級しようということに

なると、まず校内で検討し、その後教育委員会で検討し、という手順を踏

みます。子どもの脳が柔らかいときにスタートしてつながるべきものなの

に、結局、私が「もしかしたら」と思ってから、通級という学びの場につ

ながるまでに１年もかかりました。 

特に、私の場合はいろいろなところに壁がありました。息子は幼稚園の

ときに運動がとても苦手で、怪しいと思いましたが、幼稚園の先生も気づ

いてくれず、私も一人っ子ということもあってそのまま過ぎてしまいまし

た。やはりおかしいと思い、卒園する直前に「きらり」に行ったところ、

息子の年齢では「きらり」での療育は無理だと言われてしまいました。小

学校入学後はスクールカウンセラーへと言われましたが、実際のところ、

スクールカウンセラーにつながるのは、問題になってからなんです。 

結局、息子が発達障害だと分かるまで、どういう歩みを続けてきたかを

全体的に見ているのは私だけです。私は初心者の親で、兄弟がいれば他の

子と比べることもできますが、息子しか知りません。情報が限られた中で

サポートしなければなりませんし、さらにはサポートにつながることが難

しいとなります。そう考えると、「きらり」での療育は未就学で終わりとい

う断ち切り方ではなく、不安がなくてもトータルで少しずつ気になったお

子さんを誰か一緒に見守ってくれる専門家がいる体制があったらいいな

というのを感じています。 

そのことは、教育委員会でもやはり課題として捉えています。教育長とも、どうすれ

ば時間を短縮できるか取り組んでいこうと話しており、せめて教育相談所で発達検査を

受けるまでにかかる時間だけでも短くできないのか検討し、令和８年度の予算に少し盛

り込んでいます。 

学校や教育委員会は様々な段取りを踏まえる必要がありますので、そこを何とかでき

ないのかということと、教育支援センターをつくろうという話しもしています。庁舎の

建設が進めば、保健センターを教育支援センターとして位置づけ、関連の関係者を集め

る場所にできればというところなんですが、庁舎建設の件が進まないものですから、そ

ちらのほうもなかなか思うように進んでいない状況です。ただ、そうすると時間だけが

過ぎてしまいますので、先に機能だけ集約、拡充ができないのかといった話しをしてお

ります。 

また、令和８年度を準備期間として、令和９年度から５歳児健診を始める方向で進め

ており、ここで専門家の目を入れて、子どもの発達状態を見ることもできればというと

ころです。ただそこでもまた、つなげるための受け皿をどうするかという課題がありま

す。現在「きらり」がいっぱいになってしまっているので、もう一つ場所が必要なのか、

「きらり」を拡充できないか、どういうことができるかといったことを検討しています。

すぐではありませんが改善できるように少しずつ取り組んでいきたいと思っています。 

5 短期滞在児童への配慮について 

息子の小学校に、１年生から２年生にかけて 1年近く通学されていた外

国人のお子さんがいました。お母さんが日本人で、とにかく日本での教育

を体験してほしいということで来日し、ずっとサポートされていました。 

そのお子さんが３年生になったときに、１か月ぐらいの短期で再度来よ

うとしたものの、別の学区内の住居しか用意できなかったそうで、登校の

安全が担保できないという理由から息子の学校には通学できず、やむを得

ず住居のある学区の学校に通学することになったそうです。 

ところが、いざ通学してみると、プールも、音楽も、図工も、そういっ

た準備が必要になる授業は「体験登校でしょう」という一言で区切られて、

何もさせてもらえなかったそうです。プールは入れない、音楽の授業はみ

んながリコーダーを吹いているのを見ているだけ、図工はみんなが製作し

ている傍らで折り紙を折ってくれと言われたそうです。そのお友達とは仲

が良かったので、私も胸が潰れそうな気持ちになってしまいました。 

登校は多分親がサポートできる唯一のところで、唯一サポートできる登

校の安全性だけを根拠に、希望の学校に通学できなかったことが、残念だ

こういった仕組みを把握できておりませんので、そういうお声があったということを

教育委員会のほうに伝えさせていただきます。 



ったと思います。 

その子はやはり馴染めなくて、あっという間に辞めてしまいました。こ

れを大人に置き換えて、もといたところに復職するのと、短期間だから新

しいところに馴染むように言われるのとでは、難しいのは容易に想像でき

ますし、それが子どもだったらなおさらだと思います。決定した人は、そ

の子がそんな思いをして学校に通って、最終的に短期間で辞めてしまうと

いうところまで見通しての判断だったのかが、私はすごく疑問です。 

あまりに残念だったので、その子を囲む会のようなものを催したら、そ

の子に会いたいと 30 人くらいの子ども達が来ました。外国ルーツという

子と触れ合うチャンスというのは、他の子どもたちにとってもとても貴重

なものなので、そういう決定をする前にバックグラウンドをきちんと理解

してほしいと思います。 

6 
市議会議員の公共マナーについ

て 

去年、家族で桜まつりに行きました。そのとき、すぐそばに「団体の場

所取りをしないでください」という立て看板があるところで、のぼり旗を

立てて団体の場所取りをしている方がいて、しばらくしたらそこに市議会

議員の方が２人来られ、驚くとともに失望しました。夫が写真を残してい

るのでここにありますが、市議会議員の背中の向こう側に、場所取りはし

ないようにということが書いてあります。 

しかも、枝が落ちて危険だからとベンチにロープが巻いてあったんです

が、それが邪魔だという話をしていて、「市長に言っとくから」という感じ

でした。もし事故があったら、その責任は市長になるかもしれないし、そ

もそもみんなの安全を確保するための行動に対し、市議会議員がけちをつ

けているというのは、聞いていてすごく不愉快でした。 

さらには、直前の市議会議員選挙について「何々さんは選挙が下手だよ

ね」というような会話をされていました。選挙がうまい下手で決められる

という発言はどうなのでしょう。 

一人ひとりの市民の声を背負って市議会議員になられると思いますの

で、それだけのたくさんの市民の付託を受けて立たれていることは分かり

ますが、たとえ得票数が少なかったとしても、市民はこの人に頑張ってほ

しいという気持ちを込めて一票を投じていると思います。そういうことを

誰がそこにいるのか分からないような場で迂闊に言うというのはいかが

なものでしょうか。 

その発言自体は、おそらく支援者の方だったと思いますが、選挙がうま

い下手で左右されてしまうということは、バックや団体が大きかったり、

長期間続けていらっしゃる方が有利ということになります。私が転入して

きたのは１０年前ですが、それでも頑張っている人を応援したい、こうい

う人にやってほしいという気持ちで投票しました。その気持ちに対して

も、すごく失礼に感じました。 

もし選挙にうまい下手があるのであれば、みんなでそれをシェアして同

じ条件になったところで、持っている方針に対してみんなが投票できるよ

うなフェアな状態でやればいいだけのことです。それができない現状もあ

って、それを飲み会の話題にされるというのですごく嫌な気持ちになり、

そういう声がタウンミーティングであったということを、私のほうから両議員に伝え

ておきます。 



そっとその場所を移動しました。 

市長もそうですが、市議会議員は顔も知られている公人ですので、自分

がそういう立場にいることを意識して行動していただきたいと思います。 

7 
ＩＣＴ機器を活用した見守り支

援について 

ＩＣＴ機器を活用した高齢者見守り支援の内容について、対象や開始時

期など教えてください。 

無線通信機能付電球を設置して、委託事業者や家族等の緊急連絡先を事前登録してお

き、２４時間一度も点灯もしくは消灯がない場合、登録連絡先に通知され、必要に応じ

て事業者が利用者宅を訪問します。１年間の月額利用料は市が全額を負担し、２年目以

降も継続を希望される場合は利用者負担となります。 

対象者は、市内在住で在宅の７５歳以上で要介護状態または要支援状態の認定を受け

ていない、独り暮らしの方で、開始時期は来年の１０月１日を予定しています。 

8 庁舎建設のための予算について 

新庁舎建設について、事業費が１７０億から１８０億円を想定とありま

すが、これは予算が確保されているということなんでしょうか。 

予算はまだ確保していません。約１年３か月前に議会に提出した予算が１３０億円で

したが、これで入札しても不調だったので、やはり増額しなければなりません。現時点

で想定している額は、１７０億円から１８０億円の間ぐらいですが、実際に予算化する

のはまだ先になります。 

この間、建設事業者の動向をずっとヒアリングしていましたが、やはり、今は請けら

れないということなんです。それであれば、令和８年度にお金を増額して再び入札にか

けたとしても恐らく手は挙がらず、それ自体が無駄になってしまいます。そのため、早

ければ令和９年、遅くても令和１０年度というのを目標として入札の準備をしていき、

いつ入札をかけるかということを決めた上で、逆算して予算化します。もしかしたら現

時点の想定額よりももう少し増えるかもしれませんが、そのときに金額が確定すること

になります。 

9 公民館の有料化について 

公民館の有料化について、受益者負担ということですが、そもそも公共

の施設なのに、どのような理由で料金を取るのでしょうか。準備のために

かかる費用のほうが大きいような気がします。 

公共施設であったとしても、利用される上で一定の使用料を徴収するということ自体

は、法的にも何ら問題はないということです。ただし、現在利用いただいている方々は、

免除もしくは一部免除、半額免除のいずれかにおおむね当てはまるということが想定さ

れていますので、実質多大な負担をお願いすることにはならないと認識しています。 

北町のホールなどは１時間６００円と少し高いですが、それ以外は１時間当たり１０

０円、２００円の設定になっています。それを積み重ねていくと、恐らく公民館５館合

わせ１年間で大体５００万円から６００万円ぐらいの収入になるのではなかと見込ん

でいます。 

一方、券売機を置かなければならず、１台設置するのに１００万円近くかかります。 

初期費用は多くかかるものの、その後はメンテナンス費用だけですので、やってみな

いとわからないところではありますが、２年目以降はもう少し歳入として増えるだろう

と見込んでいます。 

逆に、初めて使う方でも空いている時間帯は使っていただければと思いますし、そう

やって施設を最大限有効活用していくという狙いもあります。 

10 蛇の目跡地の有効利用について 

蛇の目跡地で、リサイクル事業所のあとフリーマーケットをやっていま

したが、今では全く無駄な建物になっています。解体工事といっても進ん

でいないし、それであれば、夏はフリーマーケットにして、市民にサービ

スをしたらいかがでしょうか。 

あの建物は非常に古く、我々はもう使える状態ではないと判断しています。 

あそこが新庁舎の建設予定地であることは間違いありませんし、安全性の問題もあっ

て老朽化した建物を放っておくことはできませんので、令和８年度に解体工事をしま

す。そのうえで、庁舎が建つまでそこを活用していただくということについては、でき

る範囲はあるものの、やれることはあるかと思いますので、フリーマーケットのお声を

いただいたことは、担当にも伝えていきたいと思います。 

11 CoCo バスの停留所について 
ＣｏＣｏバスの北東部循環で、「稲穂神社前」から次の停留所「小金井市

役所入口」までの距離が長すぎます。なぜ途中に停留所がないのでしょう

そういう御意見があるのは、聞いたことがあります。再編事業や各地域で開催した地

域懇談会で同じご意見があったのかもしれませんが、それでも新しい停留所を設置でき



か。 ていないということについては、何らかの理由があるものと考えております。 

今ここで正確にはお答えできませんが、停留所を設けるには、道路幅であったり、距

離であったり、他のバスとの関係性も含めるといった、おそらくそういう何らかの事情

があるはずですので、理由は改めて確認させていただきます。 

12 ふるさと納税の拡充について 

ふるさと納税ポータルサイトに新たに増やしたという内容を、もう少し

具体的に教えてください。 

ふるさと納税は、ポータルサイトといういわゆる代理店を通すほうが宣伝も含めてい

ただけるので、他の自治体同様、小金井市も既にいくつかのポータルサイトを利用して

います。今回の拡充では、ポータルサイトを増やして新たな返礼品を用意することで、

ふるさと納税の収入を増やしていこうと考えています。 

13 
男女平等都市宣言30周年につい

て 

小金井市には男女平等都市宣言があり、今年３０周年を迎えます。残念

ながら予算はつきませんでしたが、成立の経緯も含めて皆さんに知ってい

ただきたいというのが、女性問題を市民自ら何とかしようと古くから活動

してきた人達の切なる願いです。 

議会の議事録を読むと、当時の市議の方が「女性と子どもの問題に党は

関係ない」と言って熱弁を振るっておられ、とても感動しました。 

かつての小金井市で、人件費の割合が高かったという負の歴史もありま

すが、日本に誇る都市宣言をしたということを、古き女性たちの残してき

た足跡も含めて、何らかの形で知らせていきたいと思っています。 

援助をすることも大事ですが、人権問題というのは党派などに関係な

く、人が人であることの意味と意義、子どもの権利、女性の権利、男性の

権利、労働者の権利、市職員の権利、みんなそれぞれが本当に良い形で生

きていく権利があるんだということを、自治体の長に胸を張って言ってい

ただきたいです。３０周年の男女平等都市宣言に関しては少しアンテナを

伸ばしていただいて、何らかの形で皆さんに知っていただくことも含め

て、もう一度、とりわけ教育の現場でなかなかジェンダーバイアスが払拭

できない状況にありますので、ぜひ強く押し出していただきたいと思って

います。併せて、女性センターができることも切望しております。 

何ができるか少し考えます。 

 


